
 
 

騒音規制法（抄） 

昭和四十三年六月十日  法律第九十八号 
 
第二章 特定工場等に関する規制（第四条－第十三条） 
 

（規制基準の遵守義務）  

第五条  指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準

を遵守しなければならない。  

（特定施設の設置の届出）  

第六条  指定地域内において工場又は事業場（特定施設が設置されていないものに限

る。）に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の

三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なけ

ればならない。  

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二  工場又は事業場の名称及び所在地  

三  特定施設の種類ごとの数  

四  騒音の防止の方法  

五  その他環境省令で定める事項  

２  前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附

しなければならない。 

（計画変更勧告）  

第九条  市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合にお

いて、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないこと

によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受

理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するため

に必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に

関する計画を変更すべきことを勧告することができる。  

（改善勧告及び改善命令）  

第十二条  市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音

が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると

認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を

除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使

用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。  

２  市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設

を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないと

きは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒

音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることが

できる。  

３ 参考資料 （４）騒音規制法（抄） 



３  前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工

場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設と

なつた日から三年間は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当

該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第

一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出

をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限り

でない。  

 

第六章 罰則（第二十九条－第三十三条） 
 

第二十九条  第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十

万円以下の罰金に処する。  

 

 


